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協会記事

協　会　記　事

横須賀市自然・人文博物館　瀬川　渉

第70回全国博物館大会に参加して

　第70回全国博物館大会が令和4年11月16日から

18日の日程で開催されました。私は16日の開会式

から17日の閉会式まで参加し、18日のエクスカー

ションには参加していません。神奈川県博物館協

会から派遣されこのような機会を得たことに感謝

し、この参加記を通じて、大会において取り上げ

られたことや私の感想を述べていきたいと思いま

す。

　まず16日13時から開会式が執り行われ、主催で

ある日本博物館協会の銭谷眞美会長から挨拶があ

り、来賓の方々の祝辞が述べられたあと、表彰式

がありました。表彰式において、博物館活動奨励

賞が発表され、神奈川県立歴史博物館の武田周一

郎氏と千葉毅氏（現在は東京文化財研究所所属）

が受賞しました。受賞論考は『博物館雑誌』令和

3年9月号に掲載の「収蔵庫の浸水を想定した資料

搬出訓練の実践と課題」です。この受賞は神奈川

県立歴史博物館の資料搬出訓練が先進的な取り組

みであることの証左であると思います。

　開会式のあとは、静岡県立大学学長の尾池和夫

氏による基調講演「日本列島の自然と変動帯の文

化」がありました。地

球科学者で俳人でもあ

る尾池氏は日本列島の

四季や地層の話を事例

に日本列島の情景の豊

かさをお話になりまし

た。また、南海トラフ

地震は2038年に起こ

ると予想し、地震火山

庁の設置と地震火山予

報士制度の創設を提唱

され、私には驚きの内

容でした。尾池氏の講

演を私なりに解釈する

と「地震や噴火も四季

折々の事象と同じで、大昔から何度も何度も繰り

返されてきたことであり、逆らわずにしっかりと

観察し準備をして受け入れるべきである」と述べ

られていたように思います。

　続いて全国博物館フォーラム「地域の視点から

考える博物館政策」が開かれました。講師である

文化庁博物館支援調査官の中尾智行氏（登壇予定

だった博物館室長は公務のため欠席）からは今年

度から来年度にかけての博物館政策の説明があり

ました。改正博物館法や文化観光推進法の条文を

例に、ICOM京都大会のテーマである“Museums	

as	Cultural	Hubs”	価値と魅力を社会に開き共

有・共創する博物館を目指し「博物館の機能強化

のための好循環」が示されました。それは「博物

館の多様な価値の創出」を図り、「博物館に対する

評価の向上」を経て、「博物館の経営基盤強化」と

「博物館の活動の充実」が実現し、「博物館の多様

な価値の創出」へ戻るという循環です。中尾氏が

「多様な価値とは経済的な価値だけではない」と何

度も発言していたのが印象に残りました。それで

は「多様な価値」とは何か、詳しくは日本博物館

協会のHPに公開されている中尾氏の発表資料を

【博物館活動奨励賞を受賞した武田氏と千葉氏】
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ご覧ください。もう一人の講師は、こうちミュー

ジアムネットワーク会長の筒井秀一氏です。筒井

氏はこうちミュージアムネットワークの運営や活

動状況を説明され、現在の運営費の大部分は志の

ある方々からの寄付で賄われているということで

した。また、地域資料調査保存活動の一環として

「高知県文化財防災意識アンケート」を実施し、自

治体だけでなく民間（個人も含む）も管理する歴

史資料の所在を確認したとのことに、胸を突かれ

ました。この話を聞くまでは、博物館や自治体が

管理する資料または指定文化財だけを文化財防災

の対象と無意識に捉えてしまっていたからです。

　2日目に開催された分科会ですが、私は「保存と

活用・文化行政の課題克服と文化資源の活用」に

参加しました。1人目の発表者は、土佐清水市教育

委員会生涯学習課市史編さん室の田村公利氏でし

た。田村氏は「休校を利用した地域資料の保存と

活用」と題し、地域資料のなかでも学校日誌など

の学校資料に着目したこと、地域資料を保管する

場所として苦肉の策である休校利用についてお話

されました。発表を聞きながら驚いたのが、学校

日誌が何十年も保管されているということです。

もちろん、学校や時代によって保管年数の違いが

あるのかもしれませんが、田村氏が旧土佐清水市

立大津小学校の学校日誌に東郷元帥の国葬や戦中

の様子を記述した内容を見つけたように、記述内

容によっては戦後や平成期でも地域資料になり得

るものだと思いました。また、本来は資料保存を

用途としない学校施設を利用するのは苦肉の策で

はあるが、資料の廃棄や散逸を防ぐためには有効

であるとのことでした。ただしそのためには、棚

や遮光カーテンの購入などが必要で、土砂崩れや

水害の心配がない休校を選ぶのが良いことなどを

再確認しました。これらの活動を高知県立公文書

館にて「学制150年企画展・学校資料から見える

世界」を開催し県民に示したことも理想的な還元

の仕方だと思いました。これらを田村氏は「土佐

清水モデル」と表し、学校・教育委員会が主体と

なり、専門知識をもつ研究者ら（田村氏が属する

のは学校資料を考える会）が支援するモデルを提

示して発表を終えました。理想的なモデルで実践

されている土佐清水市には学ぶところが多いと思

いました。また同時に、私が属する神奈川県横須

賀市のような規模の大きな地方自治体で土佐清水

モデルを実践するのには、いろいろと調整が必要

になってしまうとも思いました。

　2人目の発表者は、高知県立美術館の塚本麻莉

氏です。塚本氏は「『収集→保存　あつめてのこ

す』展を開催して」と題して、作品収集にまつわ

る歩みを「展覧会」というフォーマットを通じて

可視化し、作品保存にまつわる一般にはあまり知

られていない課題を鑑賞者と共有する取り組みに

ついてお話されました。その背景には、作品購入

費の減少、南海トラフ地震の際に津波被害が想定

される立地、収蔵スペースの不足、現代アート作

品保存の難しさがあったとのことです。それらを

包み隠さず正直に示したそうですが、実作品・映

像・パネル展示を通して情報整理して伝えること

で一般客からも好意的な反応を得たとのことで、

これには私も驚きましたし、他の参加者からも質

疑応答の中で驚きの声がありました。私を含め多

くの学芸員は、自館の施設・設備や展示室、収蔵

庫に対して多かれ少なかれ弱点を認識しているの

ではないでしょうか。そしてその弱点を来館者に

意識させないよう努力しているのではないでしょ

うか。塚本氏の発表を聞いて、来館者に対して現

状を正直にお伝えすることから、今後の自館の在

り方を考えるのも一案だと思いました。

　3人目の発表者は、越知町立横倉山自然の森博

物館の谷地森秀二氏です。谷地森氏は「高知県内

の自然史資料の現状」についてお話しされました。

高知県産の生物標本の多くは個人収集標本で、所

有者が亡くなった後に県外へ流出する可能性が極

めて高いこと（受入れ先として高知県立牧野植物

園がある植物標本は除く）、所有者の多くが高知

県内に収蔵庫ができたらそこへ寄贈する意思があ

ること、収蔵庫だけでなく管理・活用できる人材

の確保が必要なことが紹介されました。個人所有

標本の所在・管理状況の調査は、高知県の「令和

3年度高知県豊かな環境づくり総合支援事業費補

助金」50万円が使用されたとのことです。この調

査では、所在地や標本の分類群、管理状況を個人

宅に訪問もして確認したとのことで、大変な作業

だったと推察されました。また、特筆すべきはこ

れら個人所有の標本のなかで10年以内に対応を

検討しなければならないものを収蔵庫に保管する

ためには、358	㎥と計算していることです。この

ような具体的な数字の提示は、発表でも述べられ

ていた高知県立自然史博物館的な施設の建設に向

けた一歩となるのではないかと思いました。
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　4人目の発表者は、奈良大学准教授の大河内智之

氏です。大河内氏は「社会的課題と博物館—人口

減少社会の資料の守り手—」と題して、和歌山県

下で多発する仏像の盗難被害を事例に、複製であ

る「お身代わり仏像・神像」を活用した取り組みに

ついてお話されました。人口減少社会と仏像・神

像の複製がどうつながるか疑問に思われるかもし

れませんが、発表を聞き終わり合点がいきました。

無人の寺社において多発した仏像・神像の盗難被

害への対策として、複製品を代わりに置くという

試みの紹介なのですが、地域住民の多くがそれを

受け入れたことに驚きました。しかし、高齢者が

多くなり無人の寺社を管理することが困難になっ

ている現状では、「お身代わり仏像・神像」が置か

れたことで安堵の声が聞こえたとのことです。ま

た「お身代わり仏像・神像」は、県立和歌山工業高

校と連携して3Ｄプリンターによって製作され、和

歌山大学の学生も加わり着色を施したとのことで

す。そして、ただ製作するだけではなく、複製を奉

納する地域住民と実際に会ってコミュニケーショ

ンを取りながらの製作であったとのことです。そ

のことにより、地域住民にとってその複製は、高

校生・大学生が自分たちのために製作してくれた

という新たな歴史（物語）が付随しているという

ことにも驚きました。このような事象は、私の研

究分野である民俗学の立場からも大変興味深いも

のでした。実はこの発表を聞く前、2021年11月に

和歌山県立博物館へ行ったことがありました。そ

こで、この「お身代わり仏像・神像」を手に取っ

たことがありました。そこでは、視覚障害者の方

でも仏像・神像を楽しめるアイテムとしてしか私

が捉えておらず、今回の発表でこのような「物語」

を紡ぎ出した作品であったことに、1年の歳月を経

て、胸を打たれました。

　そして最後に、シンポジウム「地域から発信する

博物館の未来」が2日目の午後から開かれました。

そこではまず、各分科会での議論を報告・共有しま

した。それらを踏まえて、必要とされる社会基盤

として博物館が存続するためには博物館の価値や

活動を地域に可視化することが大事であるという

認識を共有し、地域資料の収集や保存の担い手を

育成し、博物館も必要に応じて新しい資金調達の

方法等を模索することが必要であるとの意見が出

ました。また、日本博物館協会の半田昌之専務理

事からは博物館の営業力も必要であること、ただ

し中小規模の博物館では観光への寄与や資料活用

の必要性を認識しながらも手が回らない現状もあ

ることが述べられました。私も分科会の議論を聞

き、シンポジウムでの議論を踏まえ概ねその認識

を共有できました。国や地方自治体の財政がひっ

迫しているなかでは、博物館も観光への寄与や地

域連携にも積極的にならなければ存在価値が認め

られない時代だと思います。それと同時に、その

存在価値の基となっているのは、地道な資料収集

と調査研究であることもアピールしなければなら

ないと思います。今回の大会に参加して以上のよ

うな課題を認識しましたが、文化庁が「博物館の

多様な価値の創出」を推進するのであれば、その

担い手である正規雇用の学芸員の増加も同じく力

を入れていただきたいと思いました。公立義務教

育を担う教員の定数を規定する「義務標準法」の

ようなものは博物館にはありませんが、文化庁に

は各設置者に対してもっと強い働きかけをしてい

ただきたいと思いながら、各館園で取り組めるこ

とから取り組むしかないと心を奮い立たせ、高知

を後にしました。

【分科会２】 【シンポジウム】
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1．はじめに

　公益財団法人日本博物館協会が主催する第70

回全国博物館大会が、令和4年11月、高知県高知市

の高知県立県民文化ホール（グリーンホール）を

主会場として行われた。本大会は11月16日（水）

〜18日（金）の3日間実施され、16日には表彰式、

開会式、基調講演、全国博物館フォーラムが、17

日には3つの分科会における講演とその後のシン

ポジウムおよび全体会議が、18日にはエクスカー

ションとして高知県内をメインとした3コースの

見学がそれぞれ行われた。本大会には、神奈川県博

物館協会幹事として、瀬川総括部会長とともに自

然部会会長として協会派遣という形で参加した。

ここに参加の記録を記すものである。

2．16日（水）

　16日には表彰式、開会式、基調講演、全国博物

館フォーラムが行われた。

　基調講演では、尾池和夫氏（静岡県公立大学法

人理事長兼静岡県立大学学長）より、「日本列島の

自然と変動帯の文化」という題目で、日本列島の

地質と、自然や文化との関わりについてご講演い

ただいた。地震学がご専門の尾池氏からは、日本

のテクトニクスや地震防災から人類の誕生や日本

の四季、果てはご趣味の俳句まで、非常に幅広い

内容でお話しいただいたが、特に日本列島周辺の4

つプレートの配置と4つの気団の存在が、日本に独

特の自然と文化（と災害）をもたらしている、と

いった総合的な視点でのものの見方は、自然分野

に限らずどのような博物館においても重要である

と感じられた。

　全国博物館フォーラムでは、「地域の視点から考

える博物館政策」と題して中尾智行氏（文化庁博物

館支援調査官）と、筒井秀一氏（こうちミュージ

アムネットワーク会長）からそれぞれ講演があっ

た。その内、中尾氏からは来年度以降の博物館政策

について、改正博物館法や文化観光推進法、文化

庁による各博物館園活動に対する補助金などにつ

いてお話しいただいた。特に改正博物館法は“博

物館の多様な価値の創出”をめざすための法改正

であるということであるが、文化観光拠点施設と

位置付けられた博物館が、今後経済的価値をより

強く求められるであろう中で、博物館ならではの

教育・研究機関としての価値を、どのように社会

に発信していくべきか改めて考えさせられた。

　

3．17日（木）

3-1．分科会3「運営・挑戦する地域の文化施設」

　17日には3つの分科会における講演と、シンポ

ジウムおよび全体会議が行われた。3つの分科会の

うち、私が参加した分科会3「運営・挑戦する地域

の文化施設」では、地域の博物館園における先進

的な取り組みについて、髙石敏子氏（高知市立市

民図書館長［オーテピア高知図書館］）、若月元樹

氏（むろと廃校水族館長）、川村慎也氏（四万十市

郷土博物館	四万十市教育委員会生涯学習課社会

教育振興係長）、神田正彦氏（浜松科学館副館長）

の4名より講演があった。

（1）図書館等複合施設	オーテピア

　髙石氏より、高知市の図書館・科学館複合施設

であるオーテピアの活動についてご講演いただい

た。オーテピアは「オーテピア高知図書館」「こう

ち未来科学館」「オーテピア高知声と展示の図書

館」の3館複合施設であり、県と市が協働で運営し

ているとのことであった。共同運営により、単独

では難しい蔵書やサービスの提供、機能・機材等

の相互補完による事業の充実、集客施設としての

高い機能などが得られ、少なくとも利用者視点で

はデメリットはないということであった。

（2）むろと廃校水族館

　若月氏からは、室戸市にあるむろと廃校水族

館の運営と取り組みについてお話しいただいた。

2018年にオープンした同館は、NPO日本ウミガ

メ協議会が運営している。もともとウミガメの研

究拠点だったが、室戸市の指定管理として水族館

としての活用を任された館である。指定管理料は

無料であるとのことで、10万円以上の修繕費以外

は、入館料やグッズ販売など館の運営ですべて賄

うという運営体制を取っているため、徹底的に無

駄を省いて効率よく運営することが必要であり、

平塚市博物館　野崎　篤

第70回全国博物館大会　参加記
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以下のような様々な工夫をしているとのことで

あった。

〇効率の良い広報活動

　ポスターやチラシは、費用対効果が薄いため

ほとんど作らず、代わりにカレンダーを作っ

て販売し館のポスター代わりにしたり、パン

フレットもばらまくのではなく要望があったと

ころのみに配布したりしているとのことであっ

た。またメディアをうまく利用することを念頭

に置いており、例えば、同じ情報を載せるのは無

駄なうえにメディアはTwitterしか見ていない

との視点からTwitter以外SNSは使わない、プ

レスリリースはせず呼ばずとも来たくなるよう

に仕向ける取り組みを狙う（例として、ニュー

スの少ない平日に目立ちそうなイベント発表を

行うなど）、工夫していた。

〇何度も足を運びたくなる工夫：入館の際に渡す

チケットそのものを価値あるものとするため、

魚カードになっていて集めて図鑑にすることが

できるチケットを、毎日異なるデザインで配布

しているとのことであった。

〇情報管理の簡易化：　個人情報管理にかかるコ

ストの削減のため年間パスポートなどの割引は

市民割引以外行っていない。

〇展示する生物の工夫：　展示する生物は漁港な

どで貰うもののみとしている。また、大型個体は

餌代のコスト大きいため、もらうものも軽トラ

で運べるものだけに制限している。このため大

きな目玉になる生物はないが、その分地域の一

般的な魚を紹介することに重きを置いている。

〇販売グッズ：　販売するグッズは、既存のもの

ではなく独自のものを自前でデザインし商品化

している。魚のぬいぐるみやそれが手に入るク

ジは、収入に大きく貢献しているという。

（3）四万十市郷土博物館

　川村氏からは四万十市の中村城跡にある四万十

市郷土博物館の取り組みについてお話しいただい

た。平成30年に、大規模改修とともに、四万十市

立郷土資料館から名称変更してオープンした同館

の展示資料は、歴史資料を中心に人文・自然の多

岐にわたるとのことである。

　前身の資料館は県外からの来館者が多い観光型

の博物館であったが、アクセスが悪い、温湿度変化

しやすく資料保存に難がある、展示は常設展のみ

で学芸員不在のため企画展示不可能なうえ保存の

ノウハウがない、など多くの問題を抱えていた。施

設老朽化、耐震の問題から施設大規模改修を行っ

たが、リニューアルにあたって町の個性を総合的

に伝える、というコンセプトで、“川とともに生き

る町”をテーマに、実質的に1年ちょっとという短

い準備期間を経てオープンさせたという。

　現在でも、常任の学芸員は不在であり、職員は

数年での異動が前提とのことであったが、それで

も展示制作やデザインなどは基本的に委託でなく

職員が実施しながら、年間企画展3〜4回、常設展

展示替え4回と非常に活発に展示活動を行ってい

るとのことであった。これを可能にするために、

企画展を複数のシリーズで行い、コンセプトをシ

リーズの中で一定としつつ展示デザインも統一す

ることで人が異動しても実施できるようにする、

ポスターなどのデザインも（非常に高いレベルに

ありながら）持ち回りで制作できるシステムをつ

くるなど、随所に工夫がなされているとのことで

あった。

　リニューアル後、コロナの影響で入館者数の伸

びは小さいものの、若年層の増加など来館者構成

が変化しているという。課題は、認知がまだ十分

とは言えず発信力の強化がもとめられること、学

芸員不在のため専門的知識と経験の不足があるこ

と、などがあげられるとのことだった。

（4）浜松科学館

　神田氏からは、静岡県浜松市の浜松科学館のリ

ニューアル後の活動について、ご講演いただい

た。所管は浜松市創造都市・文化振興課が所管

し、乃村工藝社・SBSプロモーション共同事業体

が指定管理する同館は、DPO（Design,	Build,	

Operate）方式による施設整備と管理運営を2019

年のリニューアル後から行ってきた。

　学芸員6名に加えてデザイナーが常駐する同館

では、企画展は担当以外や学芸員以外も企画に参

加して企画書を作成し全員から意見をもらって内

容を一般化する、元公務員のデザイナーによる講

義を受けて学芸員のデザイン力アップを狙うなど

の工夫を行ってきたとのことであった。近年では、

新型コロナウイルスによるパンデミックによりこ

れまでの戦略を見直し、客数を稼ぐのでなく、客

単価を上げる方向に舵を切ったとのことである。

一日のイベント数を増やし一度に多くのイベント
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に参加してもらう、グッズも売り上げ増を狙うな

どにより、プラネタリウム観覧者が以前の3割増に

なるなど、効果がみられているとのことであった。

3-2．シンポジウム「地域から発信する博物館の

未来」・全体会議

　17日午後には、シンポジウムにおいて各分科会

の総括が行われた後、大会全体の総括や全体討論

が行われた。

　全体のまとめとして、地域あるいは館園ごとに

多様性がありつつも、人（マンパワー）と資金不足

が共通であることが大きな課題としてあげられ、

単独館での維持は難しい状況にある感も少なくな

いとのことであった。これらをサポートするため

に高知県内ではこうちミュージアムネットワーク

が立ち上げられ、各館園での連携が行われている

ものの、業務量や時間の問題で連携したくてもで

きない、もともと地域とつながりが薄い館園がど

う地域と連携するか、など問題が多いなかで、地

域の魅力発信に博物館園がより寄与していくため

にはどうすればよいのかが、大きな課題が投げか

けられた形であった。

4．18日（金）

　18日は、エクスカーションＣコース（佐川・越

知コース）に参加した。午前はNPO法人佐川くろ

がねの会所属ガイドの案内による佐川町街歩きを

行い、県指定名勝である青源寺庭園、佐川町立青

山文庫、明教館、牧野富太郎ふるさと館、司牡丹

酒造などを見学した。午後には、横倉山自然の博

物館と、佐川町立佐川地質館を見学した。

　佐川町は人口の多い町ではないが多くの史跡が

残り、また著名人も多く輩出している、佐川とい

う町の文化の自然という魅力を、館園と、熱心な

地元のガイドが伝えるシステムが出来上がってい

る様子がうかがえた。また2023年の朝ドラの舞台

になるということで、注目が集まる町であるが、

それらを地域として盛り上げるにあたり、その下

地になる文化の学術的掘り下げや地域資料の保存

など、博物館やそれにかかわる人々が果たした役

割も極めて大きいことがうかがえた。地域におい

て博物館園が果たす機能がいかに重要かを理解す

るうえでの好例といえるのではないだろうか。

5．終わりに

　今回の大会では高知県を中心に、地域の博物館

の先進的な取り組みと、各館園の連携の重要性に

ついて学ぶことができた。そこで神奈川県に目を

向けてみると、各博物館の連携という部分で、神

奈川県博協という組織が果たしている役割は、実

のところ極めて大きいということを認識させられ

た。この組織をいかにして効果的に運用し、博物

館園そのものが本来持っている価値を発信してい

くかは、神奈川県内の文化行政のみならず全国の

博物館を取り巻く周辺においても、重要なのでは

ないだろうか。

　最後になったが、地域の博物館にはその地域の

学術的な掘り下げが求められるという側面もあ

る。その地域に根差した研究というのは大学や専

門教育機関では難しい役割であるはずだが、人手

不足や不安定な雇用形態では難しく、また正規雇

用の学芸員であっても時間も設備も金もないとい

う状況が各地域の博物館にはある。この問題は地

域の博物館園が抱える最大の課題の一つであり、

各館園でも当然認識されているはずだが、私の見

聞きした限りでは今回の大会で学術研究にまつわ

る問題についてほぼ触れられることが無かったの

が唯一残念であった。
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　2022年度はコロナ禍による自粛が相次いだ前

年度から、徐々に活動を再開した１年であった。

期間中は主にアンケート調査と防災訓練（遠隔情

報伝達訓練）を行った。以下、結果概要を記述し、

今後の展望を述べたい。

アンケート調査

　6月1日より30日の期間に防災関連の情報を各

館が把握するために、加盟館園に対し、アンケー

ト調査を行った。全95館園のうち、64館園の参加

があり、参加率は67％であった。多忙な業務の合

間をぬってアンケートに対応いただいた担当者の

皆様に感謝申し上げる。回答結果をgoogleフォー

ムで集計した結果、下記のようないくつかの傾向

が判明した。

　回答した館園のうち、指定文化財が収蔵されて

いる館園は52％、指定文化財の搬出の選定がある

館園は20％、施設内の防災マニュアルが無い館園

は29%、災害時の役割分担の明確化がされていな

い館園は37%、被災収蔵品レスキューの経験者の

いる割合は48%、県博協への応援レスキュー派遣

が可能な館園は60％（ただし、大半の館園は条件

があり）、収蔵品搬出訓練を実施していない館園は

89%、施設内の資料の緊急避難スペースが無い館

園は72%、資料の遠隔地データバックアップが無

い館園は77%であった。少なくとも、防災マニュア

ルや役割分担が無い館園は準備が必要であろう。

また、搬出訓練や避難スペースの問題については、

少なくとも一部の館園においては収蔵庫の狭隘化

も影響していることが考えられ、資料数に対して

十分な収蔵庫の確保ができるよう、県博協として

社会や所轄に対し要望してゆく必要もあろう。

　なお、アンケート調査については「神奈川県博物

館協会災害時相互救済活動要綱」の中で隔年の実

施が定められている。しかしながら、昨年の副委

員長、今年度の委員長として合同部会等での議論

を見るに、少なからずアンケート調査の実施その

ものが目的となり形骸化している印象を受けた。

また、アンケート調査に対応する各館園職員の負

担も決して小さくないと考えられた。アンケート

調査は本来しっかりとした目的のために実施すべ

総合防災計画推進委員会	委員長　渡辺　恭平

きものであることから、アンケートの実施頻度に

ついては固定とせず、総合防災計画推進委員長が

必要と認めた時に実施する方向で現在役員会への

提案中である。

防災訓練

　11月25日の13：30より防災訓練（遠隔情報伝達

訓練）を行った。全95館園のうち、74館園の参加

があり、参加率は78％であった。当日の訓練を忘

れていたり、連絡しなかったりした館園があり、そ

の対応もあったために、訓練終了は16：40となっ

た。お忙しい中訓練にご協力いただいた皆様に感

謝申し上げる。

　各ブロックの参加館園数の内訳は以下の通りで

ある：川崎・横浜北（17/18）、横浜南（21/25）、

三浦（9/12）、湘南（8/14）、県西（13/16）、県

央（6/10）。

　実際の災害では各館園で異なった様々な状況に

より、情報の伝達に一層のムラが生じる可能性が

高い。現状神奈川県職員が担っている委員長や副

委員長も県職員としての県の災害対応に駆り出さ

れる可能性もあり、県博協業務に専念できないこ

とはほぼ疑いの余地がない。したがって、現在の

ブロックで途中集約する方法が実際に機能するか

否かは慎重に検討が必要である。委員長の私見と

しては、現在のブロック単位の情報集約は平常時

向けのやり方であり、災害時の情報集約のルール

にはなじまない印象を受けた。窓口を事務局1本と

するか、事務局と加盟館園の関係者が（スマート

フォンを通して）誰でも記入や閲覧ができるデジ

タルフォームを用意しておく方が、安全性が高い

と感じた。いずれにせよ、この議論は県博協がど

こまでをフォローするのか、できるのか（加盟館

園が自身でどこまでをやるか）という問題を整理

しない限り、絵に描いた餅となってしまう可能性

が高い。

その他の活動

　必要に応じて関係機関との連携や協力を進めて

いる。委員長が学会等で他の自然史博物館（主に

県外）の学芸員と議論した際には、どこの館でも

神奈川県博物館協会総合防災計画活動報告
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収蔵庫の狭隘化が深刻で、防災上問題があっても

対策できない事例も多いとのことであった。

今後の展望

　総合防災計画推進委員会は現状、神奈川県立歴

史博物館と神奈川県立生命の星・地球博物館の学

芸員がそれぞれ1年任期で副委員長と委員長を担

い、他の委員は加盟館園から任意で選ばれる形式

をとっている。したがって、特に以前委員を担当

しない場合、副委員長は初年度、委員長ですら2

年目である。その急な引継ぎや任期の短さゆえに、

淡々と以前からの業務をこなす、という望ましく

ない運営になりつつある印象を受けた。また、委

員長も副委員長も、各館園では高次の職位にある

わけではなく、俗な表現でいえば「ヒラの学芸員」

である。以前の活動で蓄積した知見も含め、今回

までに明らかとなった課題の解決には、各館園の

上層部、あるいは運営主体による関係方面への呼

びかけ、働きかけが今後必要となってくることも

多いだろう。博物館の防災はまず施設自身の問題

となることからも、ある程度交渉力のある高次職

位にある方が委員長を務めるほうが、委員会で導

かれた理想の実現には効果的であると感じた。何

年にもわたり、総合防災計画推進委員会は県博協

における防災の方針などを定めるために情報収集

をしてきたが、ある程度の目的は達成してきたは

ずである。したがって、今後の運営の在り方につ

いては人選も含め再検討をするのが望ましいと考

える。

　博物館における防災とは何かと考えたとき、と

かく来館者や職員の避難のみが検討されがちであ

る。もちろん、人命優先の観点から見ればその通り

なのであるが、収蔵資料の防災については、まだま

だ取り組みが不足しているように感じる。防災と

は読んで字のごとく、災いを防ぐことであり、収蔵

資料の破損や消失という災いは、各加盟館園自身

の責任にて、確実に防がなければいけない。理想を

言えば、資料が収蔵庫に全て適切な状態で安全に

配架してあり、発災時に収蔵庫が一番安全な場所

である（避難させる必要がない）ことが、真の防災

の実現といえる。その観点で見ると、先述のように

バックヤード、とりわけ収蔵庫の狭隘化は極めて

深刻な問題である。筆者が知る限り、大半の自然

史博物館では収蔵庫の棚に資料が収まりきらず、

収蔵庫外まで資料が置かれるような劣悪な状況は

年々悪化の一途であり、人文系博物館等でも収蔵

庫の狭隘化が生じている館園は多いのではないだ

ろうか。例えば、筆者の所属する自然史科学のコ

ミュニティでは、自然史学会連合が2018年に「博

物館資料保全のための声明」（http://ujsnh.org/

comment/20181126_ujsnh_seimei_.html）を出

しているが、その状況は一向に改善される気配が

ない。人命を守ることは博物館に限らず社会のど

の場所であっても基本であるが、それに加えて収

蔵資料を守れないのであれば博物館失格と言われ

ても反論できないだろう。博物館機能の3本柱（資

料収集、調査研究、普及教育）の適切な実施とい

う観点からも、バックヤードの機能と重要性につ

いて、社会に粘り強く説明してゆく姿勢が我々に

は求められる。同時に、県博協として収蔵庫狭隘

化問題に向き合い、その組織力を生かして運営主

体をはじめとする関係機関に粘り強く主張を続け

てゆく必要があると考える。
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1　会　議

（1）総　会

　日　時　令和3年5月21日（金）13：30~15：00

　場　所　神奈川県立歴史博物館　講堂

　議　題　ア　令和3年度役員の交替について

　　　　　イ　令和2年度事業報告及び決算案について

　　　　　ウ　令和3年度事業計画及び予算案について

　　　　　エ　その他

　報告事項　ア　令和3年度新規入会の館園について

　　　　　イ　令和3年度神奈川県博物館協会表彰について

　　　　　ウ　第68回全国博物館大会開催報告について

　　　　　エ　その他

　※令和3年度は監事全員が交替となったため、新任監事によ

り6月18日（金）に監査を実施。

後日、監査報告書を加盟館園へ送付。

（2）役員会

第1回

　日　時　令和3年5月21日（金）10：00~12：00

　場　所　神奈川県立歴史博物館　講堂

　協議事項　ア　令和3年度役員の交替について

　　　　　イ　令和2年度事業報告及び決算案について

　　　　　ウ　令和3年度事業計画及び予算案について

　　　　　エ　その他

　報告事項　ア　令和3年度新規入会の館園について

　　　　　イ　その他

第2回

　日　時　令和3年12月2日（木）10：00~12：00

　場　所　神奈川県立歴史博物館　講堂

　議　題　ア　令和3年度事業実施状況について

　　　　　イ　退会の館園について

　　　　　ウ　令和3年度東海地区博物館連絡協議会・

　　　　　　　（公財）日本博物館協会東海支部　理事会-

　　　　　　　総会-研修会について

　　　　　エ　その他

第3回

　日　時　令和4年2月25日（木）13：30~15：40

　場　所　神奈川県立歴史博物館　講堂及び

　　　　　　　　　　　　　　　　ZOOMリモート参加

　協議事項　ア　令和4年度事業計画及び予算（案）について

　　　　　イ　令和4年度神奈川県博物館協会表彰について

　　　　　ウ　退会の館園及び新規入会促進策検討について

　　　　　エ　令和3年度東海地区博物館連絡協議会・

（公財）日本博物館協会東海支部60周年記念

事業検討について

　　　　　オ　令和4年度川崎市市民ミュージアム被災資料救

援活動について

　　　　　カ　その他

　報告事項　ア　令和3年度事業実施状況について

　　　　　イ　その他

（3）合同部会

第1回

　日　時　令和3年5月21日（金）15：30~17：00

　場　所　神奈川県立歴史博物館　会議室

　議　題　ア　令和3年度部会幹事の交替について

　　　　　イ　令和3年度事業の実施状況（計画）について

（ア）　普及事業について

・「協会報第93号」について

・「ぐるりかながわミュージアムマップ2021-

2022」について

・「加盟館園職員名簿-2021年版-」について

（イ）　神奈川県博物館協会総合防災計画について

（ウ）　広報事業について

（エ）　研修事業について

・令和3年度研修計画について

　　　　　ウ　令和3年度東海地区博物館連絡協議会・

（公財）日本博物館協会東海支部総会の神奈川

県開催について

　　　　　エ　その他

第2回

　日　時　令和3年7月9日（金）13：30~15：00

　場　所　神奈川県立歴史博物館　2階応接室及び

　　　　　　　　　　　　　　　　ZOOMリモート参加

　議　題　ア　令和3年度事業の実施状況（計画）について

（ア）　普及事業について

・「協会報第93号」について

・「ぐるりかながわミュージアムマップ2021-

2022」について

・「加盟館園職員名簿-2021年版-」について

（イ）　神奈川県博物館協会総合防災計画について

（ウ）　広報事業について

（エ）　研修事業について

・令和3年度研修計画について

　　　　　イ　令和3年度東海地区博物館連絡協議会・

（公財）日本博物館協会東海支部総会の神奈川

県開催について

　　　　　ウ　その他

第3回

　日　時　令和3年9月9日（木）14：00~16：00　

　場　所　神奈川県立歴史博物館　2階応接室及び

　　　　　　　　　　　　　　　　ZOOMリモート参加

　議　題　ア　令和3年度事業の実施状況（計画）について

（ア）　普及事業について

・「協会報第93号」について

・「ぐるりかながわミュージアムマップ2021-

2022」について

・「加盟館園職員名簿—2021年版—」について

（イ）　神奈川県博物館協会総合防災計画について

（ウ）　広報事業について

（エ）　研修事業について

・令和3年度研修計画について

　　　　　イ　令和3年度東海地区博物館連絡協議会・

（公財）日本博物館協会東海支部総会の神奈川

県開催について

　　　　　ウ　その他

第4回

　日　時　令和3年11月26日（金）14：00~16：00

　場　所　神奈川県立歴史博物館　2階応接室及び

　　　　　　　　　　　　　　　　ZOOMリモート参加

　議　題　ア　令和3年度事業の実施状況について

（ア）　普及事業について

・「協会報第93号」について

・「ぐるりかながわミュージアムマップ2021-

2022」について

（イ）　神奈川県博物館協会総合防災計画について

（ウ）　広報事業について

（エ）　研修事業について

・令和3年度研修計画について

　　　　　イ　令和3年度東海地区博物館連絡協議会・

（公財）日本博物館協会東海支部研修会開催

（12月9日）について

令和3年度事業報告
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　　　　　ウ　その他

第5回

　日　時　令和4年1月20日（木）14：00~16：00

　場　所　神奈川県立歴史博物館　2階応接室及び

　　　　　　　　　　　　　　　　ZOOMリモート参加

　議　題　ア　令和3年度事業の実施状況について

（ア）　普及事業について

・「協会報第93号」について

・「ぐるりかながわミュージアムマップ2021-

2022」について

（イ）　神奈川県博物館協会総合防災計画について

（ウ）　広報事業について

（エ）　研修事業について

・令和4年度研修計画案について

　　　　　イ　その他

第6回

　日　時　令和4年3月17日（木）14：00~16：00

　場　所　神奈川県立歴史博物館　1階会議室及び

　　　　　　　　　　　　　　　　ZOOMリモート参加

　議　題　ア　令和3年度事業の実施状況について

　　　　　イ　令和4年度事業計画について

（ア）　普及事業について

・「協会報第94号」について

・「ぐるりかながわミュージアムマップ2022-

2023」について

・「加盟館園職員名簿—2022年版—」について

（イ）　神奈川県博物館協会総合防災計画について

（ウ）　広報事業について

（エ）　研修事業について

・令和4年度研修計画案について

　　　　　ウ　東海地区博物館連絡協議会・（公財）日本博物

館協会東海支部60周年事業企画案について

　　　　　エ　その他

（4）東海地区博物館連絡協議会・（公財）日本博物館協会東海

支部理事会・総会・研修会の神奈川県開催

【当初開催案】

・	開催日時　令和3年9月30日（木）10：00〜16：00

　10:00〜11:30　理事会　会場:神奈川県立歴史博物館講堂

　11:00〜12:00　総　会　会場:神奈川県立歴史博物館講堂

　　　　　　　　	昼食・移動（電車、路線バス利用）

　13:30〜16:00　研修会　会場:川崎市市民ミュージアム

※	8月4日付にて東海地区各県博物館協会へ開催通知書送付。

しかし、緊急事態宣言延長に伴い、各県からの出席が困難な

状況となったため、9月10日付にて開催形態変更ないし日程

延期の変更通知を各県へ行い実施した。

【開催実施内容】

・理　事　会

　日　　時　令和3年9月30日（木）13：30〜15：00

　開催形態　オンライン会議（ZOOMミーティング）

　出　　席　神奈川県立歴史博物館　望月館長（理事）

　　　　　　横浜開港資料館　　　　西川館長（理事）

　　　　　　新江ノ島水族館　　　　崎山館長（理事）

　　　　　　神奈川県立歴史博物館　吉田事務局長

・総　　　会

　開催形態　書面表決

（10月8日総会資料配付、11月10日表決）

・研　修　会

　日　　時　令和3年12月9日（木）9：45〜16：30

　場　　所　第1部会場　神奈川県立歴史博物館

　　　　　　第2部会場　川崎市市民ミュージアム

　内　　容　「被災文化財のレスキューと川崎市市民ミュージ

アムの現状」

　【第1部】　事例報告:被災文化財のレスキュー

　【第2部】　現地視察:市民ミュージアムの被災と現状

　参 加 者　51名

2　研　修

（1）部会主催研修会

第1回

　日　時　令和3年6月4日（金）（午前）10：00~12：00

　　　　　　　　　　　　　　			（午後）14：00~16：00

　場　所　はだの歴史博物館

　内　容　「リニューアル後の施設見学と講演」

　講　師　はだの歴史博物館（秦野市文化スポーツ部生涯学習

課）横山諒人氏

　担当部会　3部会合同

　参加者　42名（新型コロナ感染防止のため午前、午後に参加

者を分け開催）

第2回

　日　時　令和3年10月15日（金）（午前）　9：30~12：00

　　　　　　　　　　　　　　　　（午後）13：30~16：00

　場　所　よこはま動物園ズーラシア

　内　容　「展示は何を伝えているのか〜ズーラシアの展示を

評価する〜」

　講　師　よこはま動物園ズーラシア　園　長　村田浩一氏、

　　　　　学芸員　有馬　一氏、学芸員　深田梨恵氏

　担当部会　3部会合同

　参加者　33名（新型コロナ感染防止のため午前、午後に参加

者を分け開催）

第3回

〇東海地区博物館連絡協議会との合同開催研修会

　日　時　令和3年12月9日（木）　9：45~16：30

　場　所及び内　容

前項「1会議（4）東海地区博物館連絡協議会及び

（公財）日本博物館協会東海支部・研修会」に記載

内容と同一

　担当部会　3部会合同

（2）文部科学省等主催会議・研修会の紹介

文部科学省、文化庁等が主催する会議・研修会要項を各

館園に案内

3　普及事業

（1）「神奈川県博物館協会会報93号」

令和4年3月発行（1,400部）

（2）加盟館・園職員名簿

令和3年8月発行（350部）

（3）リーフレット「ぐるりかながわミュージアムマップ2021-

2022」令和4年1月発行（22,250部）

4　広報事業

県博物館協会ウェブサイトにて・加盟館園の個別情報等の

更新、協会刊行物をPDF掲載、ツイッターの活用による情

報発信

・本年度までのツイート数　224ツイート

・WEBアクセス数の実績

　（12月7,417／1月7,961／2月6,613／3月10,366）

・「ぐるりかながわミュージアムマップ2021-2022」、

　協会会報93号のPDF掲載

5　神奈川県博物館協会総合防災計画事業

（1）防災基礎アンケート及び防災訓練（遠隔情報伝達訓練）の

実施は、令和4年度に延期。

（2）関連機関との連携、情報交換等

（3）川崎市市民ミュージアム被災資料救援活動
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協会記事

令和3年度救援活動参加状況

　　　　　活動日数59日、のべ参加者数113名（14館園）

6　表彰事業

（1）神奈川県博物館協会表彰

功労者6名　永年勤続者9名の被表彰者を令和3年5月21日

の総会にて発表。

新型コロナ感染症対策のため、授与式は中止。

　功労者

　・神奈川県立近代美術館　　　　　　　水沢　　勉様

　・神奈川県立生命の星・地球博物館　　平田　大二様

　・神奈川県立歴史博物館　　　　　　　薄井　和男様

　・鎌倉国宝館　　　　　　　　　　　　鈴木　良明様

　・鎌倉文華館鶴岡ミュージアム　　　　𠮷田　茂穂様

　・平塚市博物館　　　　　　　　　　　澤村　泰彦様

　永年勤続者

　・神奈川県立金沢文庫　　　　　　　　梅沢　　恵様

　・神奈川県立生命の星・地球博物館　　押野佐栄子様

　・新江ノ島水族館　　　　　　　　　　井上　麻子様

　・　　　　〃　　　　　　　　　　　　塩澤　美穂様

　・　　　　〃　　　　　　　　　　　　山田いずみ様

　・箱根町立森のふれあい館　　　　　　髙橋　一公様

　・公益財団法人三笠保存会　　　　　　古宇田和夫様

　・横浜市立野毛山動物園　　　　　　　川嵜　立太様

　・　　　　〃　　　　　　　　　　　　田村　理恵様

（2）日本博物館協会顕彰

令和3年11月17日（水）第69回全国博物館大会にて永年勤

続者9名を表彰

（会場：札幌市かでる2・7（北海道立道民活動センター）か

でるホール）

　永年勤続者

　・神奈川県立神奈川近代文学館　　　　渡邉　明子様

　・　　　　〃　　　　　　　　　　　　宇佐美恒城様

　・　　　　〃　　　　　　　　　　　　加藤麻優子様

　・神奈川県立近代美術館　　　　　　　長門　佐季様

　・　　　　〃　　　　　　　　　　　　籾山　昌夫様

　・新江ノ島水族館　　　　　　　　　　奥山　康治様

　・　　　　〃　　　　　　　　　　　　坂場　祥吾様

　・　　　　〃　　　　　　　　　　　　足立　　文様

　・箱根美術館　　　　　　　　　　　　河野　泰典様

（3）東海地区博物館連絡協議会表彰

該当者なし

7　日本博物館協会事業への協力

　・第69回全国博物館大会への参加

ア　日　　時　令和3年11月17日（水）〜18日（木）

イ　開催場所　札幌市かでる2・7（北海道立道民活動セン

ター）かでるホール

ウ　テーマ　「博物館法制定70周年記念大会　文化の多

様性をつなぐ博物館」

エ　出席者　神奈川県立歴史博物館望月館長（日本博物

館協会東海支部長）



神奈川県博物館協会会報第94号

―40―

	 総収入額	 3,159,547円

	 総支出額	 2,522,472円

	 差引残額	 637,075円	（翌年度繰越金）

収入の部	 （単位：円）

科　目
予算額

（Ａ）

収入済額

（Ｂ）

増減額

（Ｂ—Ａ）
摘　　要

1　会　　　費 2,254,000 2,217,000 △	37,000 会費収入

2　雑　収　入 10 15 5 預金利息	

3　繰　越　金 942,532 942,532 0 2年度からの繰越

合　　　計 3,196,542 3,159,547 △	36,995

支出の部	 （単位：円）

科　目
予算額

（Ａ）

支出済額

（Ｂ）

残額

（Ａ—Ｂ）
摘　　要

1	 事 務 局 537,000 410,052 126,948 会費収入

（1） 旅　	 費 157,000 64,846 92,154 東海地区博物館連絡協議会理事会・総会、事務局旅費

（2） 通 信 費 267,000 241,671 25,329 刊行物送付事務連絡ほか

（3） 印	　 刷

　　		消耗品費
113,000 103,535 9,465 封筒印刷代、事務用消耗

2	 会 議 費 82,000 7,924 74,076 役員会、部会等

3	 事 業 費 2,294,000 1,851,386 442,614 預金利息	15

（1） 研 修 費 671,000 399,775 271,225
講師謝礼

会場使用料ほか

（2） 普 及 費 1,488,000 1,321,076 166,924

神奈川県博物館協会会報第93号

加盟館園職員名簿

かながわミュージアムマップ2021-2022

ホームページ経費

（3） 表 彰 費 135,000 130,535 4,465 表彰状筆耕料・記念品代ほか

4	 負 担 金 55,000 53,110 1,890

東海地区博物館連絡協議会

神奈川県自然保護協会

神奈川県観光協会

5	 積 立 金 100,000 200,000 △100,000 総合防災計画事業

合　　計 3,068,000 2,522,472 545,528

令和3年度　収入支出決算書
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協会記事

	 総収入額	 2,742,981円

	 総支出額	 1,000,000円

	 差引残額	 1,742,981円	（翌年度繰越金）

収入の部	 （単位：円）

科　目
予算額

（Ａ）

収入済額

（Ｂ）

増減額

（Ｂ—Ａ）
摘　　要

1	過年度繰入収入 1,542,964 1,542,964 0 60周年記念事業より繰入	 905,597

2	負 担 金 収 入 1,000,000 1,000,000 0 川崎市からのレスキュー支援者交通費等(概算払)

3	積立金繰入収入 100,000 200,000 100,000 令和３年度積立金	 200,000

4	雑　　収　　入 13 17 4 預金利息	 17

合　　計 2,642,977 2,742,981 100,004

支出の部	 （単位：円）

科　目
予算額

（Ａ）

支出済額

（Ｂ）

増減額

（Ｂ—Ａ）
摘　　要

1　旅　　　費 863,000 249,197 613,803 レスキュー交通費等

2　通　信　費 137,000 26,400 110,600 レスキュー交通費等振込手数料

3　印刷消耗品 0 0 0 刊行物送付事務連絡ほか

4　負　担　金 0 724,403 △	724,403 川崎市交通費等負担金の精算

合　　計 1,000,000 1,000,000 0

令和3年度　神奈川県博物館協会総合防災計画事業　収入支出決算書
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会　長	 神奈川県立歴史博物館長

	 望　月　一　樹

副会長	 横浜開港資料館長

	 西　川　武　臣

　〃	 新江ノ島水族館長

	 崎　山　直　夫

　〃	 平塚市博物館長

	 浜　野　達　也

理　事	 神奈川県立金沢文庫長

	 湯　山　賢　一

　〃	 （公財）三溪園保勝会三溪園長

	 加　藤　祐　三

　〃	 シルク博物館長

	 慶　徳　俊　哉

　〃	 横浜美術館副館長

	 五十嵐　誠　一

　〃	 川崎市市民ミュージアム館長

	 大　野　正　勝

　〃	 神奈川県立大船フラワーセンター園長

	 榎　本　　　浩

会　長	 神奈川県立歴史博物館長

	 望　月　一　樹

副会長	 横浜開港資料館長

	 西　川　武　臣

　〃	 新江ノ島水族館長

	 崎　山　直　夫

　〃	 平塚市博物館長

	 浜　野　達　也

理　事	 神奈川県立金沢文庫長

	 湯　山　賢　一

　〃	 （公財）三溪園保勝会三溪園長

	 加　藤　祐　三

　〃	 シルク博物館長

	 慶　徳　俊　哉

　〃	 横浜美術館経営管理グループ長

	 大　﨑　敬　一

　〃	 川崎市市民ミュージアム館長

	 小　沢　正　勝

　〃	 神奈川県立大船フラワーセンター園長

	 榎　本　　　浩

理　事	 鎌倉文華館	鶴岡ミュージアム館長

	 𠮷　田　茂　穂

　〃	 神奈川県立生命の星・地球博物館長

	 平　田　大　二

　〃	 箱根町立郷土資料館長

	 鈴　木　康　弘

　〃	 相模原市立博物館長

	 佐々木　春　美

　〃	 大磯町郷土資料館長

	 國　見　　　徹

　〃	 横浜市立野毛山動物園長

	 田　村　理　恵

　〃	 鎌倉国宝館長

	 山　本　　　勉

監　事	 厚木市教育委員会文化財保護課長

	 伊　從　保　美

　〃	 かわさき宙と緑の科学館長

	 藤　田　智　也

　〃	 横須賀市自然・人文博物館　博物館運営課長

	 柳　井　栄　美

理　事	 鎌倉文華館	鶴岡ミュージアム館長

	 𠮷　田　茂　穂

　〃	 神奈川県立生命の星・地球博物館長

	 平　田　大　二

　〃	 箱根町立郷土資料館長

	 鈴　木　康　弘

　〃	 相模原市立博物館長

	 佐々木　春　美

　〃	 大磯町郷土資料館長

	 國　見　　　徹

　〃	 横浜市立野毛山動物園長

	 田　村　理　恵

　〃	 鎌倉国宝館長

	 山　本　　　勉

監　事	 厚木市教育委員会文化財保護課長

	 小野間　敬　子

　〃	 川崎市岡本太郎美術館副館長

	 佐々木　智　子

　〃	 横須賀市自然・人文博物館　博物館運営課長

	 柳　井　栄　美

令和3年度神奈川県博物館協会役員名簿

令和4年度神奈川県博物館協会役員名簿
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人文科学部会長	 横浜市歴史博物館

	 柳　沼　千　枝

人文科学部会幹事	 神奈川県立歴史博物館

	 神　野　祐　太

　〃	 日本新聞博物館

	 菅　長　佑　記

　〃	 横浜都市発展記念館

	 吉　田　律　人

　〃	 川崎市市民ミュージアム

	 谷　　　拓　馬

　〃	 箱根町立郷土資料館

	 髙　橋　秀　和

自然科学部会長	 かわさき宙と緑の科学館

	 高　中　健一郎

自然科学部会幹事	 よこはま動物園ズーラシア

	 有　馬　　　一

　〃　	 新江ノ島水族館

	 城　戸　暖　菜	

　〃	 神奈川県立生命の星・地球博物館

	 大　西　　　亘

　〃	 馬の博物館

	 柏　﨑　　　諒

　〃	 平塚市博物館

	 野　崎　　　篤

機能研究部会長	 横須賀市自然・人文博物館

	 瀬　川　　　渉

機能研究部会幹事	 山口蓬春記念館

	 岡　田　修　子

　〃	 神奈川県立歴史博物館

	 新　井　裕　美

　〃	 神奈川県立生命の星・地球博物館

	 渡　辺　恭　平

　〃	 相模原市立博物館

	 河　本　雅　人	

「神奈川県博物館協会会報」第93号編集委員会（令和3年度）

委員長	 横須賀市自然・人文博物館

	 瀬　川　　　渉

委　員	 川崎市市民ミュージアム

	 谷　　　拓　馬

　〃	 平塚市博物館

	 野　崎　　　篤

　〃	 日本新聞博物館

	 菅　長　佑　記		

　〃	 よこはま動物園ズーラシア

	 有　馬　　　一

「神奈川県博物館協会総合防災計画推進委員会」

委員長（専任）	 神奈川県立歴史博物館

	 新　井　裕　美

委　員	 箱根町立郷土資料館

	 髙　橋　秀　和

　〃	 神奈川県立生命の星・地球博物館

	 渡　辺　恭　平

　〃	 山口蓬春記念館

	 岡　田　修　子

　〃	 かわさき宙と緑の科学館

	 高　中　健一郎	

　〃	 相模原市立博物館

	 河　本　雅　人

「ミュージアムマップ委員会」

委員長	 横浜市歴史博物館

	 柳　沼　千　枝

委　員	 馬の博物館

	 柏　﨑　　　諒

　〃	 新江ノ島水族館

	 城　戸　暖　菜

　〃	 横浜都市発展記念館

	 吉　田　律　人

　〃　	 神奈川県立生命の星・地球博物館

	 大　西　　　亘

　〃	 神奈川県立歴史博物館

	 神　野　祐　太

「広報委員会」

委員長	 神奈川県立歴史博物館

	 神　野　祐　太

委　員	 横須賀市自然・人文博物館

	 瀬　川　　　渉

事務局

事務局長	 神奈川県立歴史博物館　副館長

	 吉　田　　　浩

事務局次長	 神奈川県立歴史博物館　学芸部長

	 丹　治　雄　一

事務局員（会計）	 神奈川県立歴史博物館　主任専門員

	 竹　内　廣　一

事務局員（事務）	 神奈川県立歴史博物館

	 杉　山　　　誠

令和3年度神奈川県博物館協会部会幹事・事務局名簿
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人文科学部会長	 日本新聞博物館

	 菅　長　佑　記

人文科学部会幹事	 横浜市歴史博物館

	 𠮷　井　大　門

　〃	 横浜都市発展記念館

	 吉　田　律　人

　〃	 川崎市市民ミュージアム

	 亀　山　　　貴

　〃	 小田原市郷土文化館

	 田　中　里　奈

　〃	 川崎市岡本太郎美術館

	 片　岡　　　香

自然科学部会長	 平塚市博物館

	 野　崎　　　篤

自然科学部会幹事	 よこはま動物園ズーラシア

	 有　馬　　　一

　〃	 新江ノ島水族館

	 笠　松　　　舞

　〃	 神奈川県立生命の星・地球博物館

	 大　西　　　亘

　〃	 馬の博物館

	 柏　﨑　　　諒

機能研究部会長	 横須賀市自然・人文博物館

	 瀬　川　　　渉

機能研究部会幹事	 山口蓬春記念館

	 岡　田　修　子

　〃	 神奈川県立生命の星・地球博物館

	 渡　辺　恭　平

　〃	 神奈川県立歴史博物館

	 神　野　祐　太

　〃	 相模原市立博物館

	 田　子　智　大(4/1〜7/21)

　〃	 相模原市立博物館

	 山　本　菜　摘

「神奈川県博物館協会会報」第94号編集委員会(令和4年度)

委員長	 よこはま動物園ズーラシア

	 有　馬　　　一

委　員	 横須賀市自然・人文博物館

	 瀬　川　　　渉

　〃	 平塚市博物館

	 野　崎　　　篤

　〃	 日本新聞博物館

	 菅　長　佑　記

　〃	 神奈川県立生命の星・地球博物館

	 大　西　　　亘

「神奈川県博物館協会総合防災計画推進委員会」

委員長	(専任)	 神奈川県立生命の星・地球博物館

	 渡　辺　恭　平

委　員	 神奈川県立歴史博物館

	 神　野　祐　太

　〃	 小田原市郷土文化館

	 田　中　里　奈

　〃	 川崎市市民ミュージアム

	 亀　山　　　貴

　〃	 川崎市岡本太郎美術館

	 片　岡　　　香

　〃	 相模原市立博物館

	 山　本　菜　摘

「ミュージアムマップ委員会」

委員長	 横浜都市発展記念館

	 吉　田　律　人

委　員	 横浜市歴史博物館

	 𠮷　井　大　門

　〃	 新江ノ島水族館

	 笠　松　　　舞

　〃	 山口蓬春記念館

	 岡　田　修　子

　〃	 馬の博物館

	 柏　﨑　　　諒

「広報委員会」

委員長	 神奈川県立歴史博物館

	 神　野　祐　太

委　員	 横須賀市自然・人文博物館

	 瀬　川　　　渉

事務局	

事務局長	 神奈川県立歴史博物館　副館長

	 星　　　孝　樹

事務局次長	 神奈川県立歴史博物館	学芸部長

	 丹　治　雄　一

事務局員	(会計)	 神奈川県立歴史博物館	主任専門員

　　	 竹　内　廣　一

事務局員（事務)	 神奈川県立歴史博物館

	 杉　山　　　誠

令和4年度神奈川県博物館協会部会幹事・事務局名簿
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名称

第1条　本会は、神奈川県博物館協会と称する。

（事務所）

第2条　本会は、事務所を横浜市中区南仲通5の60番地、神奈

川県立歴史博物館内に置く。

(目的）

第3条　本会は、博物館相互の連携をはかり、博物館活動の振

興に努め、もって、学術文化の進展に寄与することを目的

とする。

(事業）

第4条　本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行

う。

　(1）博物館相互の連絡と提携

　(2）博物館事業に関する調査研究

　（3）研究会、研修会等の開催

　（4）機関紙の発行、研究成果の発表

　（5）資料の交換・賃借の	あっせん及び	共同事業の	企画・	

促進

　（6）その他目的達成に必要な事業

（会員）

第5条　本会の会員は、	神奈川県内にある博物館及びこれに準

ずる施設とする。ただし、個人であっても本会の運営に貢

献度の高い者は、役員会の議を経て特別会員とすることが

できる。

（会費）

第6条　会員は、総会において別に定めるところにより、会費

を負担しなければならない。

（入会）

第7条　本会に入会しようとするときは、入会申込書を会長に

提出しなければならない。

2　会長は、関係書類を審査の上これを専決し、直近の役員会

に報告するものとする。

（退会）

第8条　会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届

け出なければならない。

（会員資格の消滅）

第9条　会員が2年継続して会費を負担しなかったときは、会

員資格が消滅するものとする。

（役員）

第10条　本会に次の役員を置く。

　（1）会　長　1名

　（2）副会長　3名

　（3）理　事　25名以内（会長、副会長を含む。）	

　（4）監　事　3名

（役員の選任）

第11条　理事及び監事は、総会において選任する。

2　会長及び副会長は、理事の互選とする。

（役員の職務）

第12条　会長は、本会を代表し、会務を総理する。

2　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その

職務を代理する。

3　副会長の事務分掌については、会長が別に定める。

4　理事は、会務の執行にあたる。

5　監事は、会務及び会計を監査する。

（役員の任期）

第13条　役員の任期は2年とする。	ただし、	再任を妨げない。

2　欠員補充による役員の任期は、	前任者の残任期間とする。

（総会の開催）

第14条　総会は、会長が招集し、年1回以上開催するものと

し、そのうち1回は、年度の初めとする。

（総会の定足数）

第15条　総会は、会員の過半数以上の出席をもって成立する。

ただし、委任状の提出があれば出席とみなす。

（総会の議事）

第16条　総会は、会長が議長となり、この規約に別に定めが

あるもののほか、次に掲げる事項を議決する。

　（1）事業計画に関すること。

　（2）予算及び決算の承認に関すること。

　（3）会則の改廃に関すること。

　（4）会費の額の決定に関すること。

　（5）その他会長が必要と認めた事項	

2　議事は、出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否

同数のときは、議長の決するところによる。

（役員会の開催）

第17条　役員会は、会長が必要と認めたときに開催する。

神奈川県博物館協会会則

議決　昭和30年11月20日　　最終改正　平成15年		4月25日
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（役員会の定足数）

第18条　役員会は、理事の過半数以上の出席をもって成立す

る。ただし、委任状の提出があれば出席とみなす。

（役員会の議事）

第19条　役員会は、会長が議長となり、この規約に別に定め

るもののほか、次の事項について議決する。

　（1）総会の議決した事項の執行に関すること。

　（2）総会に付議すべき事項	

　（3）その他総会の議決を要しない本会の業務の執行に関す

る事項

2　議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否

同数のときは、議長の決するところによる。

(部　会）

第20条　本会の業務を円滑に推進するため、会員により構成

する次の部会を置く。

　（1）自然科学部会

　（2）人文科学部会

　（3）機能研究部会

2　各部会には、	会員の互選により、部会長1名及び幹事若干

名を置く。

3　部会長及び幹事は、部会を運営する。

4　部会長は、役員会に出席し、部会の運営状況について報告

するとともに、意見を述べることができる。

5　部会長及び幹事の任期は、役員の任期に準ずる。

6　部会に必要な事項は、会長が役員会の議を経て別に定め

る。

（名誉会長・顧問・参与）

第21条　本会に名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。

2　名誉会長は、総会において推挙し、顧問及び参与は、役員

会の推薦により会長が委嘱する。

3　名誉会長は、本会の運営について助言し、顧問及び参与

は、会長の諮問に応じ、役員会に出席して意見を述べるこ

とができる。

（経　費）

第22条　本会の経費は、会費、補助金及びその他の収入を

もって充てる。

（会計年度）

第23条　本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31

日に終わる。

（事務局）

第24条　本会の事務を処理するため、事務局を置く。

2　事務局には、事務局長1名、事務局次長1名及び事務局員

若干名を置く。

3　事務局長、事務局次長及び事務局員は、会長が任免する。

（委　任）

第25条　本会の運営に関し、この会則に定めのない事項につ

いては、役員会の議を経て、会長が別に定める

付　則

本会則は、平成15年4月25日から施行する。
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1　趣　旨

　平成23年3月11日に発生した東日本大震災は、多くの人

命を奪い、さらには多くの文化財の毀損をももたらした。

この教訓を踏まえ、現在90を越える加盟館園数となってい

る当協会では、今後も発生が想定される広域災害における

文化財救済に一定の役割を果たす体制を構築することとし、

平時から相互に協力しあいながら有事に備えるため、総合

防災計画を策定する。

	

2　活動の内容

　当協会としての活動は、平時の際には、役員会と適宜協

議の上、部会幹事及び協会事務局が中心となり有事の備え

として必要な活動を行い、有事の際には、総合対策本部・

現地対策本部を立ち上げ、部会幹事及び事務局が中心とな

り、加盟館園職員の協力を得て、救済計画を実施するもの

とする。

　当協会としての活動は、①平時、②発生直後（一次救

済）、③復興期（二次救済）の3段階において実施すること

とし、各段階の実施する活動は、次のとおりとする。

　なお、本活動の具体的運用のために、別途、要綱を定め

ることとする。

①平時

・連絡網の整備〔ブロック化及び幹事館園の選定事務、連

絡調整方法の検討等〕

・各館園の収蔵品の把握及びその目録・データベースの

バックアップ支援

・災害復興用の資金及び備蓄の管理〔物資、人材等の把握

含む。〕

・防災訓練、関連実技研修会、県民向け普及啓発事業等の

実施

・本計画内容の修正〔県及び県内市町村との調整、他機関

等のヒアリング含む。〕

②発生時（一次救済）

・連絡網の運用と被害の把握

・総合対策本部並びに現地対策本部の設置

・支援計画の策定と運用〔人員、物資、資金等の供出等〕

　③復興期（二次救済）	

・支援計画の継続運用

・関係機関等との連絡調整の補助

3　活動の経費

　本活動に関する経費は、神奈川県博物館協会60周年記念

事業にかかる積立金残金を原資とし、以後、毎年度予算の

範囲内で一定の金額を積み増して確保することとする。

	

4　計画の運用

　本計画及び2により定める要綱の運用状況については、毎

年1回総会に報告する。本計画の改廃については、役員会の

協議を経て、総会が決定する。

　また、2により定める要綱については、役員会が協議の上

制定する。

　なお、制定後役員会が要綱の改正を行った場合には、改

正後速やかに会員に周知する。

神奈川県博物館協会総合防災計画

平成28年4月28日　策定・施行



神奈川県博物館協会会報第94号

―48―

１　目的

　本要綱は、神奈川県博物館協会総合防災計画（平成28年

4月28日策定・施行）2に基づき、広域災害が発生した際に、

博物館資料の次世代への継承や博物館活動の速やかな復旧

に資するよう、各加盟館園が相互に救済しあい、被災資料

の救済と保存安定化、被災博物館施設等の復旧等を行うこ

とを目的とする。

	

２　対象

　本要綱に基づく活動の対象は、神奈川県博物館協会に加

盟する館園の所蔵資料及びその施設等とする。

	

３　体制

　本活動は、すべての加盟館園が行うものとする。また、

活動の効率化を図るべく、県域を複数のブロックに分割し、

そのブロック単位で情報の収集や発信等を図るものとする。

（1）ブロックの分割方法

　ブロックは、地理的な特性や館園の数などを考慮し定

めるものとする。具体には、隔年ごとの基礎アンケート

の集計結果をもとに、役員会において協議の上、定める

ものとする。

（2）幹事館園の設置

　当該ブロックの情報収集と発信を担うため、ブロック

ごとに幹事館園を定める。なお、幹事館園に不測の事態

が生じた場合を想定し、幹事館園の補佐を行う館園とし

て幹事補佐館園も定める。具体には、隔年ごとの基礎ア

ンケートの集計結果をもとに、役員会の協議により候補

館園を挙げ、候補館園の同意を得て定める。

（3）代表幹事館園の設置

　幹事館園のとりまとめを行う代表幹事館園を定める。

代表幹事館園は、当協会事務局が設置されている神奈川

県立歴史博物館とする。神奈川県立歴史博物館が被災ま

たは不測の事態が生じた場合には、幹事館園の互選によ

り、その代理を務めるものとする。

	

４　救済活動

具体的な救済活動は、次のとおりとする。

（1）災害の発生時

　加盟館園は、次の各号に該当する災害等が発生した場

合、被災状況を事務局及び当該ブロックの幹事館園に提

供するものとする。また、被災状況の報告はないが被災

が推定される館園が存在する場合には、当該ブロック内

の幹事館園は、情報をとりまとめ、事務局に提供するも

のとする。

①震度5以上の地震が発生した場合

②集中豪雨等による水害が発生した場合

③その他、甚大な被害を伴う災害等が発生した場合

（2）救済活動実施の決定

　事務局は、収集した情報を速やかに会長へ報告する。

会長は、その報告に基づき、救済活動実施の是非を決定

するものとする。なお、会長に事故あるときは、副会長

または役員が決定するものとする。

（3）一次救済（資料の救済計画の立案等）	

　会長は、救済活動の実施を決定した場合には、直ちに

総合対策本部を設置するとともに、必要に応じて幹事館

園等の協力を得て現地対策本部を設置する。総合対策本

部又は現地対策本部は、一次救済として、被災館園の情

報収集、それに基づく救済計画の策定、現場作業の実施

等を行うものとする。なお、被災し劣化が激しい資料、

あるいは今後現状では確実に被災の恐れのある資料につ

いては、現場の判断により、緊急避難させるものとする。

①総合対策本部の設置

　会長は、代表幹事館園に総合対策本部を設置し、

次の業務を行う。事務局は総合対策本部の事務局と

して、その経理事務等を行うものとする。

ⅰ　救済活動開始の連絡

ⅱ　救済計画の策定

ⅲ　要員及び機材などの手配

ⅳ　現地対策本部への指示と支援

ⅴ　自治体、外部団体等との連絡調整

②現地対策本部の設置

　会長は、被災ブロックの幹事館園に依頼し、現地

対策本部を設置する。なお、当該館園に事故あると

きは、幹事補佐館園がその任を務めるものとする。

また、当該ブロック全域が被災し、その幹事館園ま

たは幹事補佐館園が務めを果たせない場合には、	近

隣ブロックの幹事館園に現地対策本部を設置するも

のとする。

ⅰ　救済要員等に対する救済計画の説明

ⅱ　要員、機材などの受入

ⅲ　現場作業の指示

ⅳ　総合対策本部他との連絡調整

（4）二次救済（資料の修復保管等）

　本活動における二次救済では、被災した資料、または

被災する恐れのある資料の保管や修復を行うものとする。

①総合対策本部の業務

ⅰ　救済計画の策定

ⅱ　要員及び機材などの手配

ⅲ　現地対策本部への指示と支援

ⅳ　自治体、外部団体等との連絡調整

②現地対策本部の業務

ⅰ　救済要員等に対する救済計画の説明

ⅱ　要員、機材などの受入

ⅲ　現場作業の指示

ⅳ　総合対策本部他との連絡調整

（5）救済完了

　総合対策本部及び現地対策本部を解散する場合には、

以下の条件を満たすこととする。また、両本部の解散を

もって、本要綱に基づく救済は完了とする。

①総合対策本部が現地対策本部から作業等の完了の報

告をうけ、了承すること

②事業完了について、関係する外部組織・団体等に報

告、周知すること

	

５　平時の活動

（1）平時においては、次の活動を着実に行うこととする。

①連絡網の作成とその年次更新

②加盟館園基礎データ収集のための隔年アンケートの

実施

③防災訓練

④災害対策に資する研修会

⑤その他本活動に資する事業

（2）本活動の企画並びに実施は、部会が行うこととする。	

神奈川県博物館協会災害時相互救済活動要綱
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協会記事

６　経費

　本活動に要する経費は、神奈川県博物館協会総合防災計

画（平成28年4月28日策定・施行）3に定めるに定める財源

により賄うものとする。

７　庶務庶務

　本救済活動に関する庶務は、事務局において処理するも

のとする。

	

８　その他

　本要綱に定めのない事項については、会長が別に定める

ところによるものとする。

付　則

　本要綱は、平成28年4月28日から施行する。

１　目　的

　本要綱は、神奈川県博物館協会総合防災計画（平成28年

4月28日策定・施行。以下「総合防災計画」という。）3に

基づく積立金の取扱いに関して必要な事項を定める。

	

２　会　計

　積立金額及びその執行状況を常に明らかにするため、積

立金の会計は、通常の会計とは別に設ける。

	

３　原資及び積立額

　積立金の原資は、神奈川県博物館協会60周年記念事業に

かかる積立金残金とし、以後、毎年度おおむね10万円程度

を目途に積み増すこととする。

	

４　積立金の執行基準

　積立金は、総合防災計画に基づき協会が行う相互救済活

動に要する経費に使用することとし、具体的には次表のと

おりとする。

　なお、平時に執行する経費は、年度ごとの積増し額のお

おむね1／2程度とする。

	

５　被災館園への資機材等提供方法

　被災館園の資機材等の提供方法については、購入等経費

の負担のほか現物支給も可能とし、また併用も可能とする。

なお、提供後は、被災館園の協力を得て受取証や領収証等

支払関係書類を整理するものとする。

	

６　庶　務

　本要綱に基づく庶務については、事務局において処理す

るものとする。

	

７　その他

　本要綱に定めのない事項については、会長が別に定める

ところによるものとする。

付　則

　本要綱は、平成29年4月21日から施行する。

神奈川県博物館協会総合防災計画に基づく積立金の取扱いに関する要綱

区　分 内　　容 例　示

1 平　	時 ①防災用備蓄品の購入経費 防災用品・資料保存用消耗品の購入等

②防災研修会・シンポジウム開催経費 資料作成代、会場借上費、講師謝金、消耗品費等

2 災害発生時 ①被災館園から要望された資機材の購入経費等 消耗品費、備品購入費、賃借料、見舞金等

②被災館園のレスキュー実施に関する経費 交通費、消耗品費等

3 その他 1及び2以外の経費で会長が必要と認める経費 日本博物館協会等が行うレスキュー活動への参加経費等



神奈川県博物館協会会報第94号

―50―

愛川町郷土資料館

あつぎ郷土博物館

岩崎博物館（ゲーテ座記念）

馬の博物館

江島神社奉安殿

海老名市立郷土資料館	海老名市温故館

大磯町郷土資料館

大佛次郎記念館

小田原市郷土文化館

小田原市尊徳記念館

小田原城

神奈川県立神奈川近代文学館

神奈川県立金沢文庫

神奈川県立近代美術館

神奈川県立公文書館

神奈川県立生命の星・地球博物館

神奈川県立地球市民かながわプラザ

神奈川県立大船フラワーセンター

神奈川県立歴史博物館

鎌倉宮宝物殿

鎌倉国宝館

川崎砂子の里資料館

川崎市岡本太郎美術館

川崎市市民ミュージアム

かわさき宙と緑の科学館（川崎市青少年科学館）

川崎市立日本民家園

川崎市平和館

観音崎自然博物館

観音ミュージアム

記念艦三笠

熊野郷土博物館

相模川ふれあい科学館アクアリウムさがみはら

相模原市立博物館

寒川神社方徳資料館

三溪園

三之宮郷土博物館

JICA横浜海外移住資料館

女子美アートミュージアム

シルク博物館

松蔭大学資料館

新江ノ島水族館

逗子市池子遺跡群資料館

創価学会戸田平和記念館

そごう美術館

茅ヶ崎市博物館

茅ヶ崎市美術館

彫刻の森美術館

鎌倉文華館　鶴岡ミュージアム

（令和4年12月1日現在）

（事務局）〒231	0006　横浜市中区南仲通5-60　神奈川県立歴史博物館内
ＴＥＬ045-201-0926　　FAX045-201-7364

電車とバスの博物館

松前記念館（東海大学歴史と未来の博物館）

ニュースパーク（日本新聞博物館）

日本大学生物資源科学部博物館

日本郵船歴史博物館

箱根ジオミュージアム

箱根写真美術館

箱根神社宝物殿

箱根町立郷土資料館

箱根町立箱根湿生花園

箱根町立森のふれあい館

箱根美術館

はだの歴史博物館

葉山しおさい博物館

光と緑の美術館

平塚市博物館

藤沢市生涯学習部郷土歴史課

藤沢市湘南台文化センターこども館

トイズクラブブリキのおもちゃ博物館

報徳博物館

真鶴町立中川一政美術館(真鶴町教育委員会）

真鶴町立遠藤貝類博物館(真鶴町教育委員会）

明治大学平和教育登戸研究所資料館

山口蓬春記念館

山手資料館

大和市つる舞の里歴史資料館

町立湯河原美術館

遊行寺宝物館

横須賀市自然・人文博物館

横浜開港資料館

横浜市立金沢動物園

横浜市技能文化会館匠プラザ

横浜市こども植物園

横浜市立野毛山動物園

横浜市立間門小学校附属海水水族館

横浜市歴史博物館

横浜高島屋ギャラリー

よこはま動物園ズーラシア

横浜都市発展記念館

横浜人形の家

横浜・八景島シーパラダイス・アクアリゾーツ

横浜本牧絵画館

横浜美術館

横浜みなと博物館

横浜ユーラシア文化館

ロマンスカーミュージアム

若宮八幡宮郷土資料室

＊各館園の詳細は各WEB	ページをご覧ください。

神奈川県博物館協会加盟館園名簿（五十音順）




